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海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
同

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
同

海

道

青予

七

大
野
郡

藩
領
名
の
凡
例

福
井
藩
領
H
福
井
大
野
藩
領
H
大
野

勝
山
藩
領
H
勝
山
木
本
藩
領
H
木
本

松
岡
藩
領
H
松
岡
吉
江
藩
領
H
吉
江

美
濃
郡
上
藩
領
H

郡
上
鯖
江
藩
領
H

鯖
江

幕
府
直
轄
領
H
直
轄

幕
府
領
福
井
藩
預
所
H

預
所

-
元
禄
五
年
か
ら
同
十
年
の
不
明
は
郡
上
ま
た
は

直
轄・

宝
暦
十
三
年
の
不
明
は
直
轄
ま
た
は
預
所

関
係
年
代

寛
永
(
一
六
二
四
1
四
四
)

正
保
(
一
六
四
四
1
四
八
)

延
宝
(
一
六
七
三

1
八

ご

天
和
(
一
六
八
一

1
八
四
)

香

貞
享
(
一
六
八
四
1
八
八
)

元
禄
(
一
六
八
八

1
一
七
O
四
)

享
保
(
一
七
二
ハ
1
一
二
六
)

元
文
(
一
七
三
六
1
四

ご

寛
保
(
一
七
四
一

'I
四
四
)

寛
延
(
一
七
四
八
1
五

こ

宝
暦
(
一
七
五
一

i
六
回
)

明
和
(
一
七
六
四
1
七
二
)

文
久
(
一
八
六
一

1
六
四
)

合
月
村
八
勝
山
市
V

寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
=
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同
六

年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝

暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
と
思
わ
れ

る
。
村
高
三
石
。

朝
日
村
八
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
五
年

か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
七

石
0
4
ハ三。

朝
日
前
坂
村
〈
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村

高
四
石
二
一
八
。

味
見
市
布
村
〈
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十

年
預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一
一
二
三
石

五
六
、
天
保
郷
帳
一
三
五
石
八
五
五
。
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芦
見
中
村
〈
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年

預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
九
O
石
五
七
。

味
見
野
津
又
村
八
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同

十
年
預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
五
五

石
O
二
六
、
天
保
郷
帳
二
六
三
石
五
四
一
。

畔
川
村
八
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝
山
。

村
高
三
七
七
石
四
。

穴
間
大
谷
村
(
穴
馬
大
谷
村
)
〈
和
泉
村
〉
貞
享

三
年
直
轄
、
元
禄
五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十

年
か
ら
郡
上
。
村
高
一

O
石
九
一
。

新
町
村
八
勝
山
市
V

寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同
六

年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝

暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
二

七
石
二
五
。

池
ケ
原
村
〈
勝
山
市
V

寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二

年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元

禄
四
年
か
ら
勝
山
。
村
高
五
石
九
。

石
谷
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年

勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村

高
一
四
六
石
九
。

伊
知
地
村
八
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元

年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同

六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、

宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高

七
六
一
石
二
一
四
。

伊
勢
三
ケ
村
八
和
泉
村
V

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村

高
一

O
石
五
。

板
倉
村
八
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
五
年

か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
五

石
二
九
九
。

市
布
村
〈
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
五
年

か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
三

石
七
三
六
。

伊
月
村
八
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
五
年

か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
二

石
七
O
六。

伊
波
村
八
勝
山
市
V

寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝
山
。

村
高
四
三
O
石
八
一
、
天
保
郷
帳
四
コ
一
五
石
五
六

人。

犬
山
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
コ
一
二
六
石
五
二

ムハ。

猪
野
村
〈
勝
山
市
V

寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝
山
。

村
高
一
八
八
石
一
三
。

井
口
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
大
野
、
天
和
二
年
直
轄
、
元
禄
五

年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
吉
岡

二
七
一
石
一
五
。

猪
野
口
村
(
井
野
口
村
)
〈
勝
山
市
〉
寛
永
元
年

勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

四
年
か
ら
勝
山
。
村
高
五
八
四
石
二
三
。

猪
野
毛
屋
村
〈
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保

元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝

山
。
村
高
一
一
一
一
石
三
。

猪
島
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年

預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
文

元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、

明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
八
五
七
石
二
二
。

飯
降
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
六
七
石
四
三

コ
一
、
天
保
郷
帳
二
七
七
石
五
O
四。

今
井
村
八
大
野
市
〉
寛
永
一
冗
年
木
本
、
同
十
二
年

預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
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五
年
鯖
江
、
文
久
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
五
三
人

石
五
二
三
o

岩
ケ
野
村
八
勝
山
市
〉
寛
、
水
元
年
木
本
、
同
十
二

年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元

禄
五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。

村
高
三
五
五
石
O
二。

岩
屋
村
八
勝
山
市
V

寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝
山
。

村
高
九
四
石
六
六
。

右
近
次
郎
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十

年
預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
四
五
四
石

二
五
一
、
天
保
郷
帳
四
六
O
石
コ
一
八
七
。

牛
ケ
谷
村
八
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元

年
預
所
、
貞
享
=
一
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝
山
。

村
高
二
五
八
石
九
八
、
天
保
郷
帳
二
六
コ
一
石
四
O

上
野
村
八
大
野
市
〉
寛
、
水
元
年
木
本
、
同
十
二
年

預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村

高
六
九
五
石
二
一
。

絵
戸
村
〈
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
向
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一

O
一一一石
O
こ

四。

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
同

太
田
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
四
O
二
石
九
五
、

天
保
郷
帳
四
O
五
石
七
七
五
。

大
谷
村
〈
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
八
三
石
O
六
三
。

大
月
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年

勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

四
年
か
ら
勝
山
。
村
高
一
二
九
石
八
三
三
。

大
野
町
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
四
四
九
二
石
六

三
一
、
天
保
郷
帳
五
二

O
五
石
六
四
四
五
。

大
約
村
(
上
大
納
村
)
〈
和
泉
村
〉
寛
永
元
年
大

野
、
同
十
年
預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高

三
六
石
。

大
袋
村
〈
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
大
野
、
天
和
二
年
直
轄
、
元
禄
五

年
か
ら
割
郷
と
思
わ
れ
、
一
一
一
一
一
石
五
八
九
は
元

禄
五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
、

残
り
は
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦

十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
六
五

三
一
石
一
一
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら
は
六
六
回

石
二
三
一
。

大
宮
村
八
美
山
町
〉

寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
三
五
四
石
二
コ
一

九
、
天
保
郷
帳
四
O
六
石
一
五
九
。

大
矢
谷
村
八
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二

年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元

禄
五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。

村
高
二
四
八
石
二
七
。

大
矢
戸
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年

預
所
、
同
十
二
年
大
野
、
天
和
二
年
直
轄
、
享
保

五
年
鯖
江
、
丈
久
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三
五
八

石
六
四
三
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら
は
二
九
三

石
一
六
七
。

大
渡
村
〈
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年

勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村

高
三
六
四
石
八
五
。

小
黒
見
村
八
大
野
市
〉
寛
、
水
元
年
木
本
、
同
十
二

年
預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享

保
六
年
か
ら
福
井
。
村
高
九
八
石
八
七
。

小
沢
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一
一
石
。

落
合
村
〈
大
野
市
V

寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年

預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

四
年
か
ら
勝
山
。
村
高
一
二
七
石
五
六
、
天
保
郷
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帳
一
二
八
石
五
二
因
。

小
当
見
村
八
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年

預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
六
一
石
四

六
、
天
保
郷
帳
二
六
四
石
二
三
五
。

尾
永
見
村
〈
大
野
市
〉
寛
、
水
元
年
大
野
、
同
十
年

預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
人
O
九
石
七
、

天
保
郷
帳
八
四
六
石
七
三
六
五
。

小
原
村
八
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
=
一
年
直
轄
、
一
冗
禄
五
年
か
ら
同
十
年

不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
九
O
石
六
三
一
。

折
立
村
八
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一
七
三
石
、
天

保
郷
帳
一
七
三
石
三
人
。

白
ハ
皿
村
八
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
五
年

か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
五

石
六
一
九
。

開
発
村
八
大
野
市
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年

預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
文

元
年
預
所
、
寛
延
=
一
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、

明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
四
一
七
石
二
二
。

柿
ケ
島
村
八
大
野
市
〉
寛
、
水
元
年
木
本
、
同
十
二

年
預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元

禄
四
年
か
ら
勝
山
。
村
高
五
八
一
石
O
八
七
、
天

保
郷
帳
五
九
八
石
一
七
一
。

角
野
村
〈
和
泉
村
V

貞
享
コ
一
年
直
轄
、
元
禄
五
年

か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村
高
九

石
八
五
。

角
野
前
坂
村
八
和
泉
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄

五
年
か
ら
同
十
年
不
明
、
同
十
年
か
ら
郡
上
。
村

高
コ
一
石
二
六
。

篭
谷
村
〈
美
山
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
三
六
石
三
二
九
。

勝
山
町
八
勝
山
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年

預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
四
年
か
ら
勝
山
。

三
七
石
一
は
神
明
社
領
、
二

O
石
は
義
宣
寺
領
。

村
高
二
四
二
四
石
六
O
九
、
天
保
郷
帳
二
四
六
七

石

二

人

。

一

金
塚
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年

所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
七
二
石
五
一
二

五。

壁

倉

村

〈

勝

山

市

〉

寛

、

水

元

年

木

本

、

勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄

四

年

か

ら

勝

山

。

村

高

一

九

五

石

八

二

上
秋
生
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年

預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一
一
一
石

上

麻

生

島

村

八

大

野

市

〉

寛

、

水

元

年

大

年
預
所
、
同
十
二
年
大
野
、
天
和
二
年
直
轄
、
元

文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不

明
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
二
二
六
石
O
七

一一一。

上
荒
井
村
〈
大
野
市
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年

預
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
六
二
石
七
、

天
保
郷
帳
二
六
五
石
O
五
六
七
。

上
石
徹
白
村
〈
岐
阜
県
白
鳥
町
〉
元
禄
五
年
ま
で

は
不
明
、
同
五
年
か
ら
同
十
年
ま
で
不
明
、
同
十

年
か
ら
郡
上
。
無
高
。
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